
第１号様式（第２条関係） 

            公 文 書 公 開 請 求 書  

２０１６年８月９日 

大分県警察本部長 

 松坂 規生 様 

  

                    請求者 特定非営利活動法人 おおいた市民オンブズマン 

                               代表者理事長 瀬戸 久夫 ・ 永井 敬三 

                              事務局 〒８７０－００４７ 
                               大分市中島西2－6－１0 司法オフィスアクティ２階 
                              送達場所(連絡先)〒８７４－０９４７              

                               別府市浜脇２－１１－１１ 
                                  ＴＥＬ ０９７７－７５－７７５７ 

ＦＡＸ ０９７７－７５－７７５８ 
 

大分県情報公開条例（平成１２年大分県条例第４７号）第６条第１項の規定により､次のとおり公文書の公開を請求します｡ 

     公開請求しようと 別紙のとおり 

          する公文書の件名   

          または内容         

 

         １ 文書および図画   ２ 録音テープおよび   ３ その他の電磁的記録 

                       ビデオテープ      □ 用紙に出力したものの閲覧 

公開の実施の方法  □ 閲覧        □ 専用機器により    □ 用紙に出力したものの写しの交付 

          □ 写しの交付      再生したものの視聴   □ 専用機器により再生したものの視聴 

                      □ テープに複写した   □ 磁気ディスク等に複写したものの交付 

ものの交付 

         □ 情報センター 

公開の場所   □ 地区情報コーナー（    地区） 

        □ 送付 

 

※     所属年度    件名 

対象公文書     年度 

      事務担当課所等 

 
注 １ □のある欄には該当する□内にレ印を記入し､（ ）内に必要事項を記入してください。 

 ２ 電磁的記録については､技術的な事情により希望した方法による公開を実施することができないことがあります｡ 

    ３ 写しの交付の方法により公開の実施を受ける場合は､当該写しの作成の費用（写しの送付を希望する場合の当該送  

  付の費用を含む｡）を負担していただきます｡ 

４ ※印の欄は､記入しないでください｡ 

 

 

 



別紙                                         ２０１６年８月９日 
 

公開請求しようとする公文書の件名または内容         
 

 

 本年執行された参議院選挙前後において、別府警察署が別府地区労働福祉会館敷地内にビデオカメ

ラを無断で設置した事件について、以下のことおよびその内容等がわかるもの。 

 

１ ビデオカメラの設置目的 

２ ビデオカメラ設置の法的根拠 

３ 捜査令状 

４ ビデオカメラの購入またはリース契約の内容 

５ ビデオカメラの設置および除去にかかる人件費相当額（時間当たり給与） 

６ ビデオカメラ設置位置等についての検討・計画・立案等の内容 

７ ビデオカメラ設置にかかる決裁・命令文書 

８ 同種および類似の他のビデオカメラについて 

 (1) 同時期（上記参議院選挙前後）に使用し、および設置した目的 

 (2) ビデオカメラ設置の法的根拠 

  (3)  捜査令状 

  (4)  ビデオカメラの購入またはリース契約の内容 

  (5) ビデオカメラの設置および除去にかかる人件費相当額（時間当たり給与） 

  (6) ビデオカメラ設置位置等についての検討・計画・立案等の内容 

  (7) ビデオカメラ設置にかかる決裁・命令文書 

 



第１号様式（第２条関係） 

            公 文 書 公 開 請 求 書 

２０１６年８月９日 

大分県公安委員会 御中 

  

  

                    請求者 特定非営利活動法人 おおいた市民オンブズマン 

                               代表者理事長 瀬戸 久夫 ・ 永井 敬三 

                              事務局 〒８７０－００４７ 
                               大分市中島西2－6－１0 司法オフィスアクティ２階 
                              送達場所(連絡先)〒８７４－０９４７              

                               別府市浜脇２－１１－１１ 
                                  ＴＥＬ ０９７７－７５－７７５７ 

ＦＡＸ ０９７７－７５－７７５８ 
 

大分県情報公開条例（平成１２年大分県条例第４７号）第６条第１項の規定により､次のとおり公文書の公開を請求します｡ 

     公開請求しようと 本年執行された参議院選挙前後において、別府警察署が別府地区労働福祉会館敷地内にビデオカメラを 

     する公文書の件名 無断で設置した事件について講じた措置  

          または内容    

                 

 

         １ 文書および図画   ２ 録音テープおよび   ３ その他の電磁的記録 

                       ビデオテープ      □ 用紙に出力したものの閲覧 

公開の実施の方法  □ 閲覧        □ 専用機器により    □ 用紙に出力したものの写しの交付 

          □ 写しの交付      再生したものの視聴   □ 専用機器により再生したものの視聴 

                      □ テープに複写した   □ 磁気ディスク等に複写したものの交付 

ものの交付 

         □ 情報センター 

公開の場所   □ 地区情報コーナー（    地区） 

        □ 送付 

 

※     所属年度    件名 

対象公文書     年度 

      事務担当課所等 

 
注 １ □のある欄には該当する□内にレ印を記入し､（ ）内に必要事項を記入してください。 

 ２ 電磁的記録については､技術的な事情により希望した方法による公開を実施することができないことがあります｡ 

    ３ 写しの交付の方法により公開の実施を受ける場合は､当該写しの作成の費用（写しの送付を希望する場合の当該送  

  付の費用を含む｡）を負担していただきます｡ 

４ ※印の欄は､記入しないでください｡ 

 

 


